
 

 

 

船橋市地域生活支援拠点システムにおける拠点登録事業所の届出の手順 

 

 

 ＜新規届出の場合＞            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                

                                  ※運営規程の変更に時間を要する場合は、加算  

の体制届にて運営規程（案）を添付いただき、

変更が完了次第、変更届一式をご提出くださ

い。 

 

＜廃止・休止・再開の場合＞ 

 

 ・第２号様式（廃止・休止・再開） 

前月 15日 

までに提出 

 
事業所 

市町村 

（障害福祉課） 

提出 

 

前々月末 

までに提出 

提出 

【地域生活支援拠点としての加算廃止の届出】 

・介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書 

・介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 

【運営規程の変更届出】 

・指定に関する変更届出書 

・サービス事業等変更届出書 

・運営規程 

・第１号様式 

・運営規程（案） 

【地域生活支援拠点としての加算算定の届出】 

・介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書 

・介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 

・運営規程（※） 

【運営規程の変更届出】 

・指定に関する変更届出書 

・サービス事業等変更届出書 

・運営規程（※） 

市町村 

（障害福祉課） 

事業所 

市町村 

（指導監査課） 

市町村 

（指導監査課） 


